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山口県道路メンテナンス会議規約 
 

（名 称） 

第１条 本会議は、「山口県道路メンテナンス会議」（以下「会議」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 会議は、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第２８条の２に規定の「協議会」に位

置付けるものとし、山口県内の道路管理を計画的、効率的に行うため、各道路管理者が

相互に連絡調整等を行うことにより、道路施設等の予防保全・老朽化対策の強化等を図

ることを目的とする。 

  

（協議事項） 

第３条 会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。 

 一 道路施設の維持管理等に係る情報共有・情報発信に関すること。 

 二 道路施設の点検及び修繕計画等の把握・調整に関すること。 

 三 道路施設の技術基準類、健全性の診断及び技術的支援等に関すること。 

 四 その他道路の管理に関連し会長が必要と認めた事項 

 

（組 織） 

第４条 会議は、別表１に掲げる、山口県内における高速自動車国道、一般国道、県道及

び市町道の各道路管理者等で組織する。 

２ 会議には、会長及び副会長２名を置くものとし、会長は国土交通省中国地方整備局山

口河川国道事務所長、副会長は山口県土木建築部道路整備課長及び西日本高速道路株式

会社中国支社山口高速道路事務所長とする。 

３ 会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。 

４ 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため、専門部会を設置することがで

きる。 

５ 会議には、高速自動車国道、一般国道、県道及び市町道の各道路管理者の幹事会を置

くものとし、構成は別表２のとおりとする。 

６ 会議に、道路施設等の不具合発生時等における技術的な助言、専門的な研究機関等へ

の技術相談の窓口を設置し、国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所副所長が担

当する。 

 

（会議の運営） 

第５条 会議は、必要に応じて会長が招集し、運営する。 

２ 会議には、必要に応じて、会長が指名する者の出席を求めることができる。 

 

（幹事会） 

第６条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、次の事項について調整する。 

 一 会議の運営全般についての補助、会員相互の連絡調整に関すること。 

 二 会議における議題の調整に関すること。 

 三 その他会議の運営に際し必要となる事項の調整に関すること。 

 

資料① 
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（事務局） 

第７条 会議の事務局は、国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所道路管理第二課、

山口県土木建築部道路整備課、西日本高速道路株式会社中国支社山口高速道路事務所統

括課及び西日本高速道路株式会社中国支社周南高速道路事務所統括課に置く。 

 

（規約の改正） 

第８条 本規約の改正等は、会議の審議・承認を得て行う。 

 

（その他） 

第９条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める。 

 

 

（附 則） 

 本規約は、平成２６年５月２９日から施行する。 

平成２７年 ６月１０日  別表１、別表２改正 

平成２８年 ７月 ６日  別表１、別表２改正 

平成２９年 ７月１０日  別表１、別表２改正 
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別表１

所　属 役職

会長 国土交通省中国地方整備局 山口河川国道事務所長

副会長 山口県土木建築部 道路整備課長

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 山口高速道路事務所長

下関市 建設部長

宇部市 都市整備部長

山口市 都市建設部長

萩市 土木建築部長

防府市 土木都市建設部長

下松市 建設部長

岩国市 都市建設部長

光市 建設部長

長門市 建設部長

柳井市 建設部長

美祢市 建設農林部長

周南市 建設部長

山陽小野田市 建設部長

周防大島町 産業建設部長

和木町 都市建設課長

上関町 土木建築課長

田布施町 建設課長

平生町 建設課長

阿武町 施設課長

一般財団法人山口県建設技術センター 技術部　技術部長

オブザーバー 国土交通省中国地方整備局　道路部 地域道路調整官

国土交通省中国地方整備局　道路部 道路保全企画官

西日本高速道路中国支社 保全サービス統括課

事務局

平成２９年度　山口県道路メンテナンス会議　名簿　

国土交通省中国地方整備局　山口河川国道事務所　道路管理第二課

山口県土木建築部　道路整備課

西日本高速道路株式会社中国支社　山口高速道路事務所 統括課

西日本高速道路株式会社中国支社　周南高速道路事務所 統括課
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別表２

所　属 役職

幹事長 国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所 総括保全対策官

副幹事長 山口県 土木建築部 道路整備課 主査

副幹事長 西日本高速道路株式会社 中国支社 山口高速道路事務所 統括課長

西日本高速道路株式会社 中国支社 周南高速道路事務所 統括課長

下関市 道路課長

宇部市 道路河川管理課長

山口市 道路河川管理課長

萩市 土木課長

防府市 道路課長

下松市 土木課長

岩国市 道路課長

光市 道路河川課長

長門市 都市建設課長

柳井市 土木課長

美祢市 建設課長

周南市 建設部次長

山陽小野田市 土木課長

周防大島町 建設課長

和木町 都市建設係長

上関町 土木建築課長補佐

田布施町 建設課長

平生町 建設課　管理班長

阿武町 施設課   施設整備係長

一般財団法人　山口県建設技術センター 技術課長

オブザーバー 国土交通省中国地方整備局　道路部 地域道路課長

国土交通省中国地方整備局　道路部 道路構造保全官

事務局

西日本高速道路株式会社中国支社　周南高速道路事務所 統括課

平成２９年度　山口県道路メンテナンス会議 幹事会名簿

国土交通省中国地方整備局　山口河川国道事務所　道路管理第二課

山口県土木建築部　道路整備課

西日本高速道路株式会社中国支社　山口高速道路事務所 統括課
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道路メンテナンス会議年間スケジュール

第１回 道路メンテナンス会議

６～７月

７月中旬 メンテナンス年報の公表

【平成２９年度】
定期点検対象施設リスト(メンテDB) 確定版 更新作業
・平成２８年度 点検実施(診断)及び修繕実施の確定
・平成29年度 点検及び修繕計画の確定

確定版 ＤＢ 本省提出
・直轄 ５／１７
・地公体 ６／１６

メンテ会議へ報告

跨道橋連絡会議

・H28年度の点検結果
・H29年度の点検実施
・好事例の共有 など

○月 道路鉄道連絡会議

第２回 道路メンテナンス会議１～２月

定期点検対象施設リスト(メンテDB) 見込版 更新作業
・平成29年度 点検及び修繕の見込

見込版 ＤＢ 本省提出

メンテ会議へ報告

資料②
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中国地整管内の点検実施状況(全体)

○平成26年7月の省令施行を踏まえ。道路管理者は。全ての橋梁・トンネル等について、5年に1回の近接目
視による点検計画を策定。

○平成28年度までの点検実施率は、橋梁 約５４％、トンネル 約５８％、道路附属物等 約５８％
○平成２８年度末の点検実施率は、計画実施率(H26)を上回っている。

【５年間の点検計画と平成２８年度までの点検実施状況】 【道路管理者別 点検状況】

資料➂－１
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中国地整管内の点検実施状況(全体)

○最優先で点検すべき橋梁の平成28年度までの点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋 約６６％、跨線橋
約４５％、緊急輸送道路を構成する橋梁 約６６％であり、跨線橋の点検が遅れている状況。

○跨線橋の点検については、鉄道事業者との協議や調整に時間を要するなど課題が存在するが、全ての鉄道
事業者と今後の点検計画を確認書により確認しており、平成29年度には平成28年度の１．４倍の点検を実
施予定。

コンクリート片の落下等による第三者被害の予防並び
に路線の重要性の観点から、以下については、最優先
で点検を推進

・緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋
・跨線橋
・緊急輸送道路を構成する橋梁

【橋梁の点検方針】

【最優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成28年度末までの実施状況】

管理施設数
H26～H28
点検計画数

H26～H28
点検実施数

H28年度末
点検実施率

① ② ③ ④=③/①

橋梁 95,093 48,900 51,111 54%

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋 1,480 1,002 982 66%

跨線橋 804 494 365 45%

緊急輸送道路
を構成する橋梁 15,037 10,772 10,005 67%

　※管理施設数①は、Ｈ２９．４．１現在

　※点検計画数②は、Ｈ２６時点の計画数

　※点検実施数③及び点検実施率④は速報値
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【機密性２】

20%

31%

8%

32%

19%

19%

12%

7%

24%

25%

12%

24%

10%

31%

25%

道路附属物等

トンネル

橋梁

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

山口県内の点検実施状況（全体）

○平成２６年７月の省令施行を踏まえ、道路管理者は、全ての橋梁、トンネル等について、５年に１回の近接目
視による点検計画を策定。

○平成２８年度までの点検実施率は、橋梁約４８％、トンネル約５９％、道路附属物等約７０％
○平成２８年度末の点検実施率は、橋梁が計画実施率（H26策定）を下回っている。

＜５年間の点検計画と平成２８年度までの実施状況＞ ＜橋梁点検状況（管理者別）＞

H28末実施率：48%（-3％）
10% 15%

10%

9%

40%

36%

資料③－２

※管理施設数➀は、H29.4.1現在
※点検計画数➁は、H26年度点検計画策定時の点検計画数
※点検実施数➂及び点検実施率➃は速報値

25%

9%

23%

H26策定点検計画 凡例

点検実績 凡例
点検実績 H26 点検実績 H27 点検実績 H28

道路施設
管理施設数

①

H26～H28
点検計画数

②

H26～H28
点検実施数

③

H28年度末
点検実施率
④=③/①

橋梁 16,059 7,809 7,759 48%
トンネル 274 154 161 59%

道路付属物等 572 389 400 70%

※管理施設数➀は、H29.4.1現在
※点検計画数➁は、H26年度点検計画策定時の点検計画数
※点検実施数➂及び点検実施率➃は速報値

【橋梁】

管理者
管理施設数

①

H26～H28
点検計画数

②

H26～H28
点検実施数

③

H28年度末
点検実施率
④=③/①

国土交通省 1,372 791 696 51%
高速道路会社 553 403 391 71%
地方公共団体 14,134 6,615 6,672 47%

合計 16,059 7,809 7,759 48%
【トンネル】

管理者
管理施設数

①

H26～H28
点検計画数

②

H26～H28
点検実施数

③

H28年度末
点検実施率
④=③/①

国土交通省 39 22 22 56%
高速道路会社 72 50 61 85%
地方公共団体 163 82 78 48%

合計 274 154 161 59%
【道路付属物等】

管理者
管理施設数

①

H26～H28
点検計画数

②

H26～H28
点検実施数

③

H28年度末
点検実施率
④=③/①

国土交通省 220 147 69 31%
高速道路会社 115 92 102 89%
地方公共団体 237 150 229 97%

合計 572 389 400 70%

H28末計画進捗率：51%
20% 40% 60% 80% 100%0%

H28末計画進捗率：57%

H28末実施率：59%（+2％）

H28末計画進捗率：64%

H28末実施率：70%（+6％）
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【機密性２】

16%

8%

34%

8%

23%

23%

30%

19%

20%

18%

7%

24%

21%

31%

11%

24%

20%

20%

18%

25%

緊急輸送道路を

構成する橋梁

跨線橋

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

橋梁

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

山口県内の点検実施状況（全体）

○最優先で点検すべき橋梁の平成２８年度までの点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約７１％、
跨線橋約４０％、緊急輸送道路を構成する橋梁約５４％であり、跨線橋の点検が遅れている状況。

○跨線橋の点検については、鉄道事業者との協議や調整に時間を要するなどの課題が存在するが、全ての
鉄道事業者と今後の点検計画を確認書により確認しており、平成２９年度には平成２８年度の１．２倍の
点検を実施予定。

＜最優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成２８年度末までの実施状況＞

19%

10% 15%

34% 27%

3% 18%

18% 17%

23%

10%

19%

点検実績 凡例
点検実績 H26 点検実績 H27 点検実績 H28

H26策定点検計画 凡例

＜橋梁の点検方針＞

コンクリート片の落下等による第三者被害の予防並びに路線
の重要性の観点から、以下については、最優先で点検を推進

・緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋
・跨線橋
・緊急輸送道路を構成する橋梁

道路施設
管理施設数

①

H26～H28
点検計画数

②

H26～H28
点検実施数

③

H28年度末
点検実施率
④=③/①

橋梁 16,059 7,809 7,759 48%

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋

219 146 155 71%

跨線橋 215 110 86 40%

緊急輸送道路
を構成する橋梁

3,739 2,196 2,018 54%

※管理施設数➀は、H29.4.1現在
※点検計画数➁は、H26年度点検計画策定時の点検計画数
※点検実施数➂及び点検実施率➃は速報値

20% 40% 60% 80% 100%0%
H28末計画進捗率：51%

H28末実施率：48%（-3％）

H28末計画進捗率：71%

H28末実施率：71%（0％）
H28末計画進捗率：44%

H28末実施率：40%（-4％）
H28末計画進捗率：59%

H28末実施率：54%（-5％）
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【機密性２】山口県内のＨ２８点検結果（橋梁） 資料➂－３

＜平成２８年度管理者別点検結果（橋梁）＞

管理者 管理施設数
（H29.4.1現在）

H28
点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 １,３７２ ２３０ １８０ ５０ ０ ０

高速道路会社 ５５３ ２９ ３ ２４ ２ ０

山口県 ４,３８１ ８７６ ２１３ ５８４ ７９ ０

市町村 ９,７５３ ２,６１４ ５８９ １,６６６ ３５３ ６

合計 １６,０５９ ３,７４９ ９８５ ２,３２４ ４３４ ６

○ 山口県内の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置すべき状態）6橋（0.2%）、判定区分Ⅲ（早
期に措置を講ずべき状態）は434橋（11.6%）、さらに、判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態）は2,324橋（62.0%）

※ 点検実施数はH29.3月末時点

※ 速報値

1
0



【機密性２】

○ 山口県内のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置すべき状態）0箇所（0.0%）、判定区分
Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は14箇所（56.0%）、さらに、判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措
置を講ずることが望ましい状態）は11箇所（44.0%）

＜平成２８年度管理者別点検結果（トンネル）＞

管理者 管理施設数
（H29.4.1現在）

H28
点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 ３９ ４ ０ ０ ４ ０

高速道路会社 ７２ １２ ０ ５ ７ ０

山口県 １２９ ８ ０ ６ ２ ０

市町村 ３４ １ ０ ０ １ ０

合計 ２７４ ２５ ０ １１ １４ ０

※ 点検実施数はH29.3月末時点

山口県内のＨ２８点検結果（トンネル）

※ 速報値

1
1



【機密性２】

○ 山口県内の道路附属物の点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は29箇所（20.6%）、
さらに、判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は59箇所（41.8%）

＜平成２８年度管理者別点検結果（道路附属物）＞

管理者 管理施設数
（H29.4.1現在）

H28
点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 ２２０ ３４ ２９ ５ ０ ０

高速道路会社 １１５ １３ ３ ９ １ ０

山口県 １９８ ８７ ２１ ４１ ２５ ０

市町村 ３９ ７ ０ ４ ３ ０

合計 ５７２ １４１ ５３ ５９ ２９ ０

※ 点検実施数はH29.3月末時点

山口県内のＨ２８点検結果（道路附属物）

※ 速報値

1
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平成29年3月31日時点

道路管理者
管理施設数
(H29年4月1日現

在）
点検実施数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ橋梁名

国土交通省(山口) 1,372 230 180 50 0 0

西日本高速道路㈱ 553 29 3 24 2 0

山口県 4,381 876 213 584 79 0

下関市 1,510 341 47 236 57 1 にしきばし

宇部市 432 120 21 82 17 0

山口市 1,325 318 44 265 9 0

萩市 721 230 17 170 42 1 菅の瀬橋

防府市 725 208 57 127 24 0

下松市 168 29 19 7 3 0

岩国市 1,492 422 185 169 67 1 御庄橋

光市 181 100 42 40 16 2
東江の浦沿岸橋
束荷橋

長門市 491 97 32 57 7 1 神出橋

柳井市 361 85 31 53 1 0

美祢市 524 141 26 91 24 0

周南市 815 254 30 176 48 0

山陽小野田市 224 42 17 22 3 0

周防大島町 336 79 1 53 25 0

和木町 32 1 1 0 0 0

上関町 45 10 8 2 0 0

田布施町 123 123 10 108 5 0

平生町 136 0 0 0 0 0

阿武町 112 14 1 8 5 0

山口県内合計 16,059 3,749 985 2,324 434 6

※速報値

H28年度道路橋　診断結果

資料➂－４
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H28年度道路トンネル　診断結果 平成29年3月31日時点

道路管理者 管理施設数
(H29年4月1日現在）

H28年度
点検実施数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省(山口) 39 4 0 0 4 0

西日本高速道路㈱ 72 12 0 5 7 0

山口県 129 8 0 6 2 0

下関市 2 0 0 0 0 0

宇部市 1 0 0 0 0 0

山口市 2 0 0 0 0 0

萩市 9 0 0 0 0 0

防府市 0 0 0 0 0 0

下松市 1 0 0 0 0 0

岩国市 5 1 0 0 1 0

光市 2 0 0 0 0 0

長門市 1 0 0 0 0 0

柳井市 0 0 0 0 0 0

美祢市 2 0 0 0 0 0

周南市 2 0 0 0 0 0

山陽小野田市 0 0 0 0 0 0

周防大島町 5 0 0 0 0 0

和木町 0 0 0 0 0 0

上関町 0 0 0 0 0 0

田布施町 0 0 0 0 0 0

平生町 0 0 0 0 0 0

阿武町 2 0 0 0 0 0

山口県内合計 274 25 0 11 14 0

※速報値
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H28年度道路附属物等　診断結果 平成29年3月31日時点

道路管理者 管理施設数
(H29年4月1日現在）

H28年度
点検実施数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省(山口) 220 34 29 5 0 0

西日本高速道路㈱ 115 13 3 9 1 0

山口県 198 87 21 41 25 0

下関市 6 0 0 0 0 0

宇部市 6 2 0 2 0 0

山口市 2 0 0 0 0 0

萩市 0 0 0 0 0 0

防府市 3 0 0 0 0 0

下松市 3 3 0 2 1 0

岩国市 7 2 0 0 2 0

光市 0 0 0 0 0 0

長門市 0 0 0 0 0 0

柳井市 0 0 0 0 0 0

美祢市 4 0 0 0 0 0

周南市 4 0 0 0 0 0

山陽小野田市 2 0 0 0 0 0

周防大島町 0 0 0 0 0 0

和木町 0 0 0 0 0 0

上関町 0 0 0 0 0 0

田布施町 1 0 0 0 0 0

平生町 1 0 0 0 0 0

阿武町 0 0 0 0 0 0

山口県内合計 572 141 53 59 29 0

※速報値
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【機密性２】平成２８年度点検の判定区分Ⅳの構造物リスト

○平成28年度判定区分Ⅳの施設は、橋梁６橋。緊急措置を実施。
トンネル、道路付属物等は該当無し。

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態

※判定区分

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 緊急（応急）措置状況

下関市 にしきばし
市道勝山一の宮町自歩道10
号線

不明 橋脚基礎の洗掘に伴う傾斜 全面通行止

萩市 菅の瀬橋 菅の瀬線 1973
支承下の橋座コンクリートがずり落ちてい
る。

車両通行制限措置を実施

岩国市 御庄橋 御庄１号線 1953
主桁（ゲルバーヒンジ部）にひびわれ、沈
下 全面通行止

光市 東江の浦沿岸橋 江の浦沿岸線 1975
頂版の広範囲に著しい鉄筋露出、鉄筋破断
が認められる。側壁にも鉄筋露出が認めら
れる。

敷鉄板による補強

光市 束荷橋 宮河内線 1976
主桁端部に腐食による孔明、横桁の脱落、
床版に著しい鉄筋露出、橋脚基礎に洗掘が
認められる。

全面通行止

長門市 神出橋 市道神出線 1963
主桁の主鉄筋が、殆ど全桁長にわたり露出
している。

全面通行止

＜判定区分Ⅳのリスト＞

○橋梁

資料➂－６

1
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【機密性２】山口県内のＨ２９以降の点検計画 資料➃

道路施設
管理施設数

（H29.4.1現在）

H26～H28
計画点検数

（A）

H26～H27
点検実施数

（B）

H28
点検実施数

（C）

H26～H28
点検実施数
(D)=(B+C)

H29点検
予定数

H30点検
予定数

橋梁 １６,０５９ ７,８０９ ４,０１０ ３,７４９
（４８％）
７,７５９

（７６％）
４,４４３

(１００％)
３,８５９

トンネル ２７４ １５４ １３６ ２５
（５９％）
１６１

（７２％）
３５

(１００％)
７７

道路附属物等 ５７２ ３８９ ２５９ １４１
（７０％）
４００

（９２％）
１２６

(１００％)
５６

＜各構造物の平成29年度以降の点検予定＞

・H29、H30点検予定数は、今後見直しすることがある。
・表中（ ）書きは、当該年度迄の（累計点検実施率）。パーセント表示は四捨五入で表示。

1
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【機密性２】山口県内のＨ２９以降の点検計画（最優先で点検すべき橋梁）

＜最優先で点検すべき橋梁の平成29年度以降の点検予定＞

道路施設
管理施設数

（H29.4.1現在）

H26～H28
計画点検数

（A）

H26～H27
点検実施数

（B）

H28
点検実施数

（C）

H26～H28
点検実施数
(D)=(B+C)

H29点検
予定数

H30点検
予定数

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

２１９ １４６ １３２ ２３
（７１％）
１５５

（８５％）
３２

(１００％)
３２

跨線橋 ２１５ １１０ ４４ ４２
（４０％）

８６
（７３％）

７０
(１００％)

６０

緊急輸送道路を
構成する橋梁

３,７３９ ２,１９６ １,３１０ ７０８
（５４％）
２,０１８

（７３％）
７１４

(１００％)
１,０６７

・H29、H30点検予定数は、今後見直しすることがある。
・表中（ ）書きは、当該年度迄の（累計点検実施率）。パーセント表示は四捨五入で表示。

1
8



【機密性２】インフラメンテナンス大賞 資料➄

1
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【機密性２】地整管内受賞案件

国立大学法人山口大学 他

［文科省案件］

［国交省案件］

2
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【機密性２】国土交通大臣賞 しゅうニャン橋守隊

楽しく活動(清掃・点検)することでインフラメンテナンスの理解促進・裾野拡⼤

【清掃活動実績】 (H28.12末現在）
〇活動橋梁数 24橋
〇参加者実績 のべ 220⼈
〇参加者年齢構成 2歳〜69歳

【活動コンセプト】
産・官・学・⺠ の 得意 を持ち寄り 苦⼿ を補う

⼟⽊を⾝近に感じる⼦どもたち

活動の効果・意義を
座学で理解

技術者と⼩学⽣ アーチ橋に感動

⼦どもたちによる
排⽔装置の清掃

簡単な活動で
延命化

2
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【機密性２】優秀賞 道路橋及びコンクリート構造物の点検・診断等アドバイザー制度

●経 緯
・県では公共土木施設長寿命化計画の策定を終え、これから本格的な

メンテナンスサイクル推進体制の確立が急務
・県のみならず市町村においても点検に要する費用をなるべく節約し、

また職員の維持管理に係る技術力の向上を図るため、直営点検を
円滑に実施する体制の整備が必要

・しかしながら、現時点では職員の経験不足から損傷の見落としや診
断のバラツキ、的確な修繕工法の選定が困難などの課題が存在

・また、点検の診断結果が適正であるか判定する健全度判定会におい
て、専門家を招へいする仕組み（技術支援）がない

・こうしたことから、アドバイザー制度を確立し、県土、市町村とも必要
に応じて円滑にアドバイザーが派遣される制度を創設

アドバイス①：点検実地指導

（点検方法、ポイントの伝授）

アドバイス②：診断の難しい箇所の診断指導

アドバイス③：健全度判定に対する助言、Ⅲ、Ⅳの対策方針助言（修繕方法、詳細調査の有無）、修繕等設計業務の選定工法の助言

点 検

診 断

診断の難易

橋梁調査会等の指導
による診断

難

易

健全度判定会
・健全度判定
・健全度Ⅲ、Ⅳの対策方針
・選定工法の助言

アドバイ

ス③

アドバ

イス①

アドバイ

ス②

【アドバイザーの関与】

市町村

アドバイザー

県土整備事務所 市町村

健全度判定会
（健全度判定、対策方針）

点検・診断

（直営）

点検・診断

（直営）

対策方針 対策方針
建設技術
センター

派遣
アドバイス

・橋梁調査会

・コンクリート診断士会

契約

一括契約

島根県土木部
技術管理課

【派遣までの流れ】

2
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【機密性２】H29年度研修（予定） 資料➅

①道路構造物管理実務者研修
〈４～５日間、中国技術事務所〉

対 象：自治体職員及び直轄職員
予定人数：１００名程度（うち自治体職員５０名程度）
時 期：①橋梁Ⅰ H29.5.29～6.2 30名程度

橋梁Ⅰ H29.8.21～8.25       30名程度

橋梁Ⅱ H29.11.27～12.1     30名程度
②トンネル H29.7.18～7.21 10名程度

目 的：地方公共団体の職員の技術力育成のため、点検
要領に基づく点検に必要な知識・技能等を取得す
るための研修。

②その他点検講習会等
〈１～２日間、各県毎に開催（県独自の研修と共催を調整中）〉

対 象：自治体職員（及び直轄職員）
予定人数：１会場４０名程度
時 期：７月以降
目 的：管理者又は発注者として必要な知識の習得を

目的として、橋梁、トンネルに係る点検要領の
理解に係わる講義及び現場実習

※Ｈ２８年度実績：延べ４０８名の地方公共団体職員（３３市町村）が受講
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：平成28年度に通知された点検要領

H29.3 小規模附属物点検要領

H28.10 舗装点検要領
H29.  3 舗装点検要領(直轄版)

資料⑦
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